
あなたの近くの 民生委員・児童委員、主任児童委員
民生委員・児童委員は、地域の皆さんの困りごとを、適切な支援団体や行政機関につなぐ

「地域の身近な相談役」です。社会福祉の精神をもって相談・支援を行うことで
自分らしく自立した暮らしができる「誰もが安心して暮らせるまちづくり」を目ざして活動しています。

安心してご相談ください
民生委員・児童委員には
法律上の守秘義務があり、

個人情報やプライバシー保護に
配慮した支援活動を行っています。

見守る・つなぐ・支える

地域の身近な相談役 地域の子育て応援団

民生委員・児童委員 とは？ 主任児童委員 とは？ 主任児童委員の活動
～子どもたちの健やかな未来のために～

　私たち主任児童委員は、各々の地区の子ど
もたちが安心して過ごせるよう、様々な行事
に参加し、実態・実情を把握することに努め
ています。
　主な活動として、児童福祉関連機関との連
絡調整、児童を取り巻く社会環境等について
の情報収集、子育て支援活動等を行っています。
　～ひとりで悩まないで「あなた」を地域で
応援しています！～の気持ちで、これからも
笑顔の架け橋になれるよう、活動を続けてい
きます。

主任児童委員連絡会
委員長

小林　美幸

地域住民と専門機関をつなぐパイプ役です 児童福祉を専門とする民生委員・児童委員です

高齢者や障がいのある方、介護や育児の悩みな
ど、地域の皆さまが困ったときに相談に乗り、
内容に応じて福祉サービスや専門機関など、必
要な支援へのつなぎ役になります。

こんな活動をしています こんな人が選ばれています こんなところがやりがいです

【推薦の流れ】

民生委員は、児童委員も兼
ねています。高齢者だけで
なく地域の子どもたちの
見守り、子育てや妊娠中の
相談・支援も行います。

市町村ごとに設置される推薦会において、地域住民のなかで、社会福祉に
熱意があるなど、一定の要件を満たした人が選任されます。任期は 3 年で、
3 年おきに全国で一斉改選が行われます。
令和 7 年 1 月 1 日現在、藤沢市では 500 人の委員が活躍しています。

・地域の方の役に立っていると感じられて嬉しい
・「ありがとう」の声に元気をもらえる
・地域とのつながりを持つことができた
・ともに活動する仲間が、一生の財産になった
・住んでいる地域の魅力を再発見できた
・世代を超えた出会いも多く、若々しくいられる
・子どもたちの成長を見守ることができて楽しい

政府広報オンラインより

( 推薦 )

( 推薦 )

( 推薦 )
委嘱

地区推薦準備会

市推薦会

神奈川県知事

厚生労働大臣 民生委員・児童委員

区域を担当する民生委員・児童委員
や、保育園・幼稚園、小中学校や市
の関係機関と連携し、子どもたちが
健やかに育つための活動を行います。

児童福祉法に基づいて、民生委員・児童
委員の中から選出されます。
概ね小学校区に１人、設置されています。

・公民館まつりや福祉バザーの運営
・子育てサロンへの協力
・保育園・学校・PTA との意見交換
・地域の高齢者や子育て中の親子との交流　など

・登下校時の通学路の見守り、防犯パトロール
・小中学校の行事や懇談会への参加　など

暮らしの相談相手

福祉サービスの紹介

地域のきずな作り

子どもたちの見守り

・高齢者、障がいのある方などへの声かけ・安否確認
・介護や子育ての悩み、妊産婦の不安などへの相談・支援
・生活に不安がある方への相談・支援 など
・災害時の避難等に不安がある方への相談・支援

・行政、学校、児童相談所、福祉団体などとの連携・協力
・社会福祉協議会や福祉団体などとの連携、関連事業への協力
・困りごとに応じた専門機関や福祉サービスの紹介　など


